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行 政 か ら の お 知 ら せ
I n f o r m a t i o n

　

就
学
援
助
制
度
は
、
小
・
中
学
校
へ
の

子
ど
も
の
就
学
に
経
済
的
な
理
由
で
お
困

り
の
保
護
者
に
、
学
用
品
費
や
学
校
給
食

費
な
ど
の
就
学
上
必
要
な
経
費
の
一
部
を

援
助
す
る
制
度
で
す
。

仕
就
学
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

　

市
内
在
住
で
、
小
・
中
学
校
に
在
籍
す

る
児
童
・
生
徒
の
保
護
者
で
「
生
活
保
護

法
に
規
定
す
る
要
保
護
世
帯
に
準
ず
る
程

度
に
困
窮
し
て
い
る
」
と
認
め
ら
れ
る
世

帯
の
方
な
ど
が
対
象
で
す
。
た
だ
し
、
収

入
や
資
産
の
状
況
な
ど
に
よ
り
、
援
助
の

対
象
と
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

仕
申　

請

　

援
助
を
希
望
す
る
方
は
、
市
役
所
４
階

の
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
ま
で
お
越
し

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
各
小
・
中
学
校
で
も

相
談
で
き
ま
す
。

仕
認　

定

　

定
例
教
育
委
員
会
で
の
協
議
に
よ
り
認

定
さ
れ
ま
す
。
４
月
１
日
か
ら
の
援
助
を

希
望
す
る
方
は
、
２
月　

日
月
ま
で
に
申

15

請
し
て
く
だ
さ
い
。
年
度
途
中
か
ら
援
助

を
希
望
す
る
方
は
随
時
申
請
を
受
け
付
け

て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
就
学
援
助
費
の
う
ち
学
用
品

費
・
学
校
給
食
費
な
ど
は
、
認
定
月
日
以

降
の
金
額（
月
割
額
）が
支
給
さ
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

教
育
委
員
会

　

学
校
教
育
課　
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小
・
中
学
生
の
保
護
者
の
方
へ

就
学
援
助
制
度
の
ご
案
内

　

国
民
年
金
は
国
が
責
任
を
持
っ
て
運
営

す
る
公
的
年
金
制
度
で
す
。
日
本
国
内
に

住
所
を
有
す
る　

歳
か
ら　

歳
ま
で
の
方

２０

６０

が
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
加
入
者
（
被
保
険
者
）
は

次
の
３
種
類
で
す
。

①
自
営
業
者
、
学
生
な
ど
は

　
「
第
１
号
被
保
険
者
」
に
、

②
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
公
務
員
は
厚
生
年
金

　

や
共
済
組
合
に
加
入
す
る
と
同
時
に

　
「
第
２
号
被
保
険
者
」
に
、

③
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

　

配
偶
者
（
妻
ま
た
は
夫
）
は
、

　
「
第
３
号
被
保
険
者
」
に
な
り
ま
す
。

　

国
民
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
は
、
老
後

の
所
得
保
障
だ
け
で
な
く
、
病
気
や
け
が

で
障
害
が
残
っ
た
と
き
や
、　

歳
未
満
の

１８

子
ど
も
を
残
し
て
親
が
な
く
な
っ
た
と
き

に
も
年
金
が
支
給
さ
れ
る
な
ど
で
、
思
い

が
け
な
い「
万
が
一
」も
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　

な
お
、
学
生
や
収
入
が
少
な
い
た
め
に

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
で
き
な
い
場

合
は
、
申
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
ま
た
は
免
除
と
な
る
制
度

も
あ
り
ま
す
。

残
加
入
手
続
き
は
、
第
１
号
被
保
険
者
は

市
役
所
で
、
第
３
号
被
保
険
者
は
配
偶
者

の
勤
務
先
な
ど
を
経
由
し
て
行
い
ま
す
。

第
２
号
被
保
険
者
は
厚
生
年
金
保
険
な
ど

の
加
入
手
続
き
に
合
わ
せ
て
行
い
ま
す
の

で
、
個
別
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
第
１
号
被
保
険
者
と
な
る
方
は
、　
２０

歳
に
な
っ
た
ら
忘
れ
ず
に
加
入
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

市
民
生
活
課

　

保
険
年
金
係　
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新
成
人
の
み
な
さ
ん
へ

  
国
民
年
金
へ
の
加
入
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

　

国
民
健
康
保
険
税
・
長
寿
医
療
保
険
料

の
納
付
が
年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
に

な
っ
て
い
る
方
は
、
申
し
出
に
よ
り
、
口

座
振
替
（
通
帳
引
き
落
と
し
）
に
納
付
方

法
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

口
座
振
替
で
の
納
付
を
希
望
す
る
方

は
、
次
に
よ
り
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

仕
受
付
窓
口

　

市
民
生
活
課　

保
険
年
金
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
役
所
１
階
）

仕
手
続
き
に
必
要
な
も
の

斬
被
保
険
者
証

斬
引
き
落
と
し
を
す
る
口
座
の
通
帳
と
、

　

そ
の
通
帳
の
届
出
印

仕
申
し
出
の
期
限　

　
　

平
成　

年
１
月　

日
金

２２

２９

　

期
限
ま
で
に
手
続
き
を
し
た
場
合
は
、

４
月
か
ら
年
金
天
引
き
を
停
止
し
、
口
座

振
替
に
変
更
し
ま
す
。

　

期
限
を
過
ぎ
て
も
受
け
付
け
ま
す
が
、

そ
の
場
合
は
６
月
以
降
の
変
更
と
な
り

ま
す
。

　

な
お
、
年
金
天
引
き
、
口
座
振
替
の
い

ず
れ
で
も
、
納
付
総
額
は
同
じ
で
す
。

※
納
付
方
法
を
口
座
振
替
に
変
更
し
た
場

　

合
、
確
定
申
告
な
ど
を
す
る
際
の
社
会

　

保
険
料
控
除
は
、
支
払
っ
た
方
に
適
用

　

さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
世
帯
全
体

　

の
所
得
税
や
住
民
税
が
減
額
と
な
る
場

　

合
が
あ
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

市
民
生
活
課　

保
険
年
金
係
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国
民
健
康
保
険
税
・
長
寿
医
療
保
険
料
が
年
金
天
引
き
の
方
へ

　
　
　

口
座
振
替
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す


